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第１章 海上災害対策計画 
 

Ⅰ 海難対策計画 

第１節 基本方針 危機対策課、消防総務課、予防課、消防署 

 

船舶の衝突、乗り揚げ、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の遭難者、

行方不明者、死傷者等が発生し、又は発生するおそれがある場合に、早期に初動体制を確立して、被

害の軽減を図るなど、各種の予防、応急対策を実施する。 

 

 

 

第２節 災害予防対策 
危機対策課、農林水産課、消防総務課、

予防課、消防署 

 

関係機関は、それぞれ相互に協力し、海難の発生を未然に防止し、又は被害を軽減するため、必要

な予防対策を実施する。 

 

１ 船舶所有者等（船舶所有者・管理者・占有者等を含む。以下この章において同じ。）、漁業協同組

合 

（１）気象情報の把握に努め、海難を未然に防止するために必要な措置を講じる。 

（２）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。 

（３）実践的な防災訓練を実施し、海難発生時の活動手順、関係機関との連携等について周知徹底を

図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講じる。 

（４）船舶の火災等に備え、必要な消防力を整備し、自衛消防隊の組織化に努める。 

 

 

２ 市（消防本部）、北陸信越運輸局、金沢海上保安部、県、警察 

（１）迅速かつ的確な災害情報の収集、連絡を行うための体制を整備する。 

（２）海難発生時における緊急連絡体制を確保するため、平常時から通信設備の整備、充実に努める。

（３）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。 

（４）海難発生時における応急活動等に関し、あらかじめ協定の締結を行うなど平常時から関係機関

相互の連携体制の強化を図る。 

（５）海難発生時の救急・救助、消火等に備え、資機材の整備に努める。 

（６）実践的な防災訓練を実施し、海難発生時の活動手順、関係機関との連携等について周知徹底を

図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講じる。 

（７）北陸信越運輸局、金沢海上保安部は、次のアからウの事項に留意して随時実地検査等を行うと

ともに漁業協同組合、船舶所有者及び船長等に対して、次のエからクなどの適切な指導を行う。 

ア  海技従事有資格者の乗船確認 

イ  無線従事有資格者の乗船確認 

ウ  救命器具並びに消火器具等の設備の確認 

エ  船体、機関、救命設備(救命用具、信号用具、消防設備等)及び通信施設の整備 

オ  気象状況の常時把握と適正な伝達体制の確立 

カ  船舶職員の養成と資質の向上 

キ  小型漁船の集団操業の励行と相互救護体制の強化 

ク  海難防止に対する意識の高揚 
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第３節 災害応急対策 
危機対策課、企画課、福祉政策課、 

農林水産課、消防総務課、予防課、消防署 

 

１ 情報通信 

海難が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次により実施する。 

（１）情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

 
           

       
国(消防庁) 

   

        (要請)  

 
僚船 

 船舶 

所有者等 

 
加賀市 

 県危機 

管理部 

 
自衛隊 

 

           

事故船舶 
  

無線漁協 
 

消防本部 
 石川県 

警察本部 

 大聖寺 

警察署 
 

           

   漁協  北陸信越運

輸局（石川

運輸支局） 

 県水産課  取締船  

          

       事故船舶関係者等   

           

     第九管区海上保安本部 

(金沢･七尾海上保安部) 

 巡視船艇  

        

         航空機  

 通報 

連絡調整 

    

(要請) 

   

 

（２）実施事項 

市、消防等各関係機関は、情報収集に努めるとともに、把握した情報については迅速に他の関

係機関に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行う。 

 

 

２ 災害広報 

海難発生時の広報は、一般災害対策編第３章第９節「災害広報」の定めるところによるほか、次

により実施する。 

（１）実施機関 

市（消防本部）、船舶所有者等、漁業協同組合、北陸信越運輸局、海上保安部、県、警察 

（２）実施事項 

ア  被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせなどに対応できる体制を整えるほか、被災者

の家族等に対して次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供する。 

（ア）海難の状況 

（イ）家族等の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）その他必要な事項 

イ  旅客及び市民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じて、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項に

ついて広報を実施する。 



事故災害対策編 3 

（ア）海難の状況 

（イ）旅客及び乗組員等の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）その他必要な事項 

 

 

３ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

市長は、海難が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制を整

え、その地域に係る災害応急対策を実施する。 

（２）県及び防災関係機関の災害対策組織 

関係機関により、海難が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動

体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策が実施される。 

（３）現地合同本部等の設置 

関係機関により、円滑・迅速な応急対策を実施するため、必要に応じて協議の上、現地合同本

部等が設置される。 

 

 

４ 捜索活動 

海難船舶の捜索活動は、関係機関が密接に協力の上、それぞれ船舶、ヘリコプター等を活用して

行う。 

 

 

５ 救助・救急活動 

海難発生時における救助・救急活動については、一般災害対策編第３章第16節「救助・救急活動」

の定めるところによるほか、次により実施する。 

（１）市 

ア  遭難船舶を認知した市は、海上保安部及び警察署に連絡するとともに、直ちに現場に臨み、

救護措置を行う。 

イ  救護のため必要があるときは、市民等を招集し、船舶・車両等その他の物件を徴用し、又は

他人の所有地を使用し、救助の指揮を行う。 

（２）海上保安本部 

ア  海難の際の人命、積荷及び船舶の救助、並びに天災事変その他救済を必要とする場合におけ

る救助を行う。 

イ  海上保安庁以外の者で、海上において人命及び船舶の救助を行うものの指導を行う。 

ウ  必要に応じて民間救助組織等と連携する。 

（３）警察 

警察官は、救護の事務に関して市長を助け、市長が現場にいない場合は、市長に代わってその

職務を行う。 

（４）漁業協同組合 

常時、所属出漁船の動静を把握し、海難発生時には、適切な指示を与えるとともに、関係機関

への連絡に努める。 

 

 

６ 消火活動 

海上災害時における消火活動は、次により実施する。 

◎ 実施事項（消防本部、海上保安部） 

（１）消防本部又は海上保安部は、船舶の火災を知った場合は、相互に直ちにその旨を通報する。 

（２）海上保安本部は、速やかに火災発生状況を把握し、迅速に消火活動を行うとともに、必要に応

じて消防本部に応援を要請する。 

（３）消防本部は、速やかに沿岸部等の火災発生状況を把握し、迅速に消火活動を行う。 
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（４）消防本部は、発災現場の市町からの応援の要請又は相互応援協定に基づき、迅速かつ円滑な応

援に努める。 

（５）領海内における船舶等の火災については、昭和43年３月29日海上保安庁長官と消防庁長官との

間に締結された「海上保安庁の機関と消防機関との業務提携の締結に関する覚書」に基づいて対

処する。 

 

 

７ 医療救護活動 

海難発生時における医療救護活動については、一般災害対策編第３章第14節「災害医療及び救急

医療」の定めるところにより実施する。 

 

 

８ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

海難発生時における行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等については、市等各関係機関が、法

令の定めるところによるほか海上保安部と連携、協力し、一般災害対策編第３章第16節「救助・救

急活動」及び同第20節「行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬」の定めるところにより実施する。 

 

 

９ 交通規制 

海難発生時における交通規制については、一般災害対策編第３章第19節「災害警備及び交通規制」

の定めるところにより実施する。 

 

 

10 自衛隊派遣要請 

海難発生時における自衛隊派遣要請については、一般災害対策編第３章第11節「自衛隊の災害派

遣」の定めるところによるほか、第九管区海上保安本部長等法令で定める者は、海難の規模や収集

した被害情報から判断して必要がある場合には、自衛隊に対して災害派遣を要請する。 

 

 

11 広域応援 

市は、海難の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、一般災害

対策編第３章第１節「初動体制の確立」の定めるところにより、他の都道府県、市町、消防機関及

び国に対して応援を要請する。 
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Ⅱ 油流出等防除対策計画 

第１節 基本方針 
危機対策課、環境課、農林水産課、 

消防総務課、予防課、消防署 

 

タンカー等船舶の衝突、乗り揚げ、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難事故により、船舶

からの油等の大量流出等による著しい海洋汚染、火災、爆発等が発生し、又は発生するおそれがある

場合に、早急に初動体制を確立して、被害の軽減を図るなど、各種の予防、応急対策を実施する。ま

た、流出油防除措置については、本計画に定めるところによるほか、「石川県油流出事故等災害対応

要綱(平成９年12月３日)」(以下「油流出要綱」という｡)により実施する。 

 

 

 

第２節 災害予防対策 危機対策課、消防総務課、予防課、消防署 

 

関係機関は、それぞれ相互に協力し、海難事故による油等の海上流出等を未然に防止し、又は被害

を軽減するため、必要な予防措置を実施する。 

 

 

１ 関係行政機関の共通実施事項（市（消防本部）、北陸信越運輸局、海上保安部、県、警察） 

（１）迅速かつ的確な災害情報の収集、連絡を行うための体制を整備する。 

（２）災害時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から通信設備の整備、充実に努める。 

（３）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備する。 

（４）災害時における応急活動等に関し、あらかじめ協定の締結を行うなど、平常時から関係機関相

互の連絡体制の強化を図る。 

（５）災害時の油等の大量流出等に備え、消防艇、化学消火薬剤、油処理剤、オイルフェンス等の資

機材の整備に努めるとともに、その整備状況等について関係機関と情報を共有する。 

（６）実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との連携等について周知徹底を図る

とともに、体制の改善等、必要な措置を講じる。 

 

 

２ 各行政機関の個別の実施事項 

（１）海上保安本部 

ア  防災活動を適切かつ効果的に実施するため、防災関係資料の収集及び調査研究を行う。 

イ  金沢海上保安本部管内にそれぞれ設置されている排出油防除協議会の活動を推進する。 

ウ  防災に関して関係機関、報道機関等と緊密な連絡をとり、海上災害防止思想の普及に努める。 

エ  海事関係法令の遵守の徹底を図るため、日常業務において一般船舶、特にタンカー等危険物

積載船舶に対し立入検査を実施する等して、海難の未然防止に努める。 

（２）北陸信越運輸局（石川運輸支局） 

  ア 船舶への立入り検査等により、船舶の安全性を確保する。 

  イ 船舶油濁損害賠償保障法に基づく補償契約情報を確認する。 

（３）市（消防本部） 

ア  船舶所有者、漁業協同組合等に対して、荷役について次の事項を指導する。 

（ア）荷役は油槽所等の保安担当職員の指導監督のもとに行うこと。 

（イ）消火器具の配備 

（ウ）油流出事故の予防対策の実施及び化学消火薬剤等の配備 

（エ）立入禁止、火気厳禁の表示の徹底 

イ  入港船舶の危険物積載の状況など、消防活動上あらかじめ掌握しておくことが必要と認めら

れる資料及び情報を、関係機関と相互に交換する。 

（４）県 

県により、市の港湾及び航路の計画、施行に関して、防災上留意すべき事項について指導され

る。 
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（５）施設管理者 

ア  油類積載船舶の接岸荷役の安全を確保するため、岸壁及びその付属施設（防舷材、けい船柱）

等の改修、岸壁水深の維持に努める。 

イ  大量の危険物の荷役中の警備及び監視を厳重にし、火気厳禁及び立入禁止の徹底を図る。 

 

 

３ 船舶所有者、石油事業者、漁業協同組合及び海上災害防止センター等 

（１）気象情報等の把握に努め、海上等における流出油等災害を未然に防止するため、必要な措置を

講じる。 

（２）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。 

（３）災害時の油等の大量流出等に備え、化学消火薬剤、油処理剤、オイルフェンス等の資機材の整

備促進に努める。 

（４）実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との連携等について周知徹底を図る

とともに、体制の改善等、必要な措置を講じる。 
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第３節 災害応急対策 
危機対策課、環境課、企画課、 

消防総務課、予防課、消防署 

 

１ 情報通信 

油等の大量流出事故が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次に

より実施する。 

（１）情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

    
国(消防庁) 

    

海上保安部 
 

県(危機管理部) 
 

県関係各課(水産､公害､土木関係) 
  

     
  

金沢地方気象台 

   

    
関係出先機関 

     

 
警察署 

 
関係市町 

 
漁業協同組合連合会 

   
      

  
関係消防機関 

 
隣接市町 

 
水産､港湾関係機関 

    
      

  
港湾管理者 

  

    
    

  
石川県警察本部 

 
関係警察署 

   
       

  
北陸信越運輸局 

  

   
    

  
北陸地方整備局金沢河川国道事務所 

  
    

  
北陸地方整備局金沢港湾空港整備事務所 

  
    

 
現認者 

 
関係船舶、港湾土木業者 

 
船舶、港湾等関係者 

   
    

事故船舶 
  

日赤県支部 
 

   
    

  
報道機関 

 

   

 

（２）実施事項 

各関係機関は、情報収集に努めるとともに、把握した情報については迅速に他の関係機関に連

絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行う。 

 

 

２ 災害広報 

油等大量流出事故災害時の広報は、一般災害対策編第３章第９節「災害広報」の定めるところに

よるほか、次により実施する。 
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（１）実施機関 

市（消防本部）、船舶所有者等、漁業協同組合、危険物関係施設管理者、北陸信越運輸局、海

上保安部、県、警察 

（２）実施事項 

◎ 航行船舶、旅客及び市民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じて、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項につ

いて広報を実施する。 

ア  油等大量流出事故災害の状況 

イ  関係機関の災害応急対策に関する情報 

ウ  海上輸送復旧の見通し 

エ  避難の必要性など地域に与える影響 

オ  その他必要な事項 

 

 

３ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

市長は、油等大量流出事故災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて

応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。 

（２）県及び防災関係機関の災害対策組織 

関係機関により、油等大量流出事故災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、その状況

に応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策が実

施される。 

（３）総合調整機関の設置 

関係機関の流出油防除対策を円滑に進めるため、県により、「油流出要綱」第３章第３節第３

（２）「総合調整機関の設置基準等」により総合調整機関が設置され、災害応急対策が実施され

る。 

なお、防災基本計画に基づく「連絡調整本部」又は「非常災害現地対策本部」が設置され、当

該本部で漂着油の回収を含む総合調整が実施される場合は除く。 

 

 

４ 流出した油等の拡散防止及び回収除去活動 

（１）事故の原因者等 

直ちに海上保安部に通報するとともに、速やかに排出油の防除活動を実施する。 

（２）海上保安本部 

ア  巡視船艇等により速やかに、流出油等の拡散及び性状の変化の状況を調査するとともに、関

係機関に情報提供する。 

イ  応急的な防除活動を行うとともに、航行船舶の避難誘導等船舶交通の安全確保と危険防止に

必要な措置を講じる。 

ウ  防除措置義務者（事故の原因者等）が、流出油等の拡散防止、除去等の必要な措置を行って

いないと認められるときは、防除措置を行うよう命じるとともに、被害を最小限に止めるため

の措置を講じる。 

エ  緊急を要し、かつ必要と認められるときは、海上災害防止センターに対して流出油防除のた

めの必要な措置を講じるよう指示する。 

オ  排出油防除協議会など関係機関に対して、必要な資機材の確保及び防除措置の実施について

協力を要請する。 

カ  油回収船による流出油の回収、船舶からの油の抜き取り、オイルフェンスの展張、油処理剤

の使用等、防除作業実施に必要な事項及び損壊箇所の修理等の被害拡大防止に必要な措置を講

じるよう指示する。 

（３）市（消防本部）、県 

ア  県により、流出油の規模、浮流・漂着予想等を踏まえて、速やかに県としての対応レベルが

決定される。 

イ  県により、ヘリコプター、船舶等により流出油の漂流状況等の情報収集が行われるとともに、

その情報が関係機関へ提供される。 
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ウ  市は、油流出等の海岸への漂着に対処するため、関係機関と協力の上、環境モニタリング、

漂着油の除去等必要な措置を講じる。 

エ  県により、必要に応じて「油流出要綱」第２章第３節第３「流出油の影響の予測評価」によ

り石川県流出油事故災害影響予測評価委員会が開催され、流出油の影響予測評価等が行われる。 

（４）警察 

ア  ヘリコプター、船舶等を活用するとともに、沿岸における警ら活動を行い、漂着物の状況等

を把握するための沿岸調査及び警戒監視活動を行う。 

イ 関係機関と緊密に連携し、必要により市民等の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等

を実施するとともに、関係機関が行う流出油等の防除活動に協力する。 

 

 

５ 消火活動 

流出油等の海上火災発生時における消火活動は、次により実施する。 

（１）市（消防本部） 

火災状況等の情報収集に努め、海上保安部の消火活動に協力する。 

（２）海上保安部 

速やかに巡視船艇により消火活動を行うとともに、必要に応じて市（消防本部）に協力を依頼

する。 

 

 

６ 避難措置 

流出油等による火災、爆発により市民等の生命及び身体の安全を図るために必要がある場合は、

一般災害対策編第３章第12節「避難誘導等」の定めるところにより、避難措置を実施する。 

 

 

７ 交通規制 

海上災害時における交通規制については、一般災害対策編第３章第19節「災害警備及び交通規制」

の定めるところにより実施する。 

 

 

８ 自衛隊派遣要請 

油流出事故災害時における自衛隊派遣要請については、一般災害対策編第３章第11節「自衛隊の

災害派遣」の定めるところによるほか、第九管区海上保安本部長等法令で定める者は、流出油の規

模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、自衛隊に対して災害派遣を要請する。 

 

 

９ 広域応援 

市は、流出油等事故災害の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急体策を実施できない場合

は、一般災害対策編第３章第１節「初動体制の確立」の定めるところにより、他の都道府県、市町、

消防機関及び国に対して応援を要請する。 

 

 

10 危険物関係施設管理者等の協力 

危険物関係施設管理者等は、関係機関から要請があった場合には、保有する諸資機材を持って協

力する。 

 

 

11 防災ボランティアとの連携 

流出油の防除作業等には多くの労力が必要となるが、これらの作業を実施する災害ボランティア

団体等の受け入れ等については、一般災害対策編第３章第30節「ボランティア活動の支援」の定め

るところにより実施する。 
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第２章 航空災害対策計画 
 

第１節 基本方針 危機対策課、消防総務課、予防課、消防署 

 

市内及びその周辺地域において、航空機の墜落等により多数の死傷者を伴う大規模な事故（以下「航

空災害」という）が発生し、又は発生するおそれがある場合に、早期に初動体制を確立して、災害の

拡大を防止し、被害の軽減を図るなど、各種の予防、応急対策を実施する。 

 

 

 

第２節 災害予防対策 
危機対策課、土木課、 

消防総務課、予防課、消防署 

 

関係機関は、それぞれ相互に協力し、航空災害を未然に防止するため、必要な予防対策を実施する。 

 

１ 大阪航空局小松空港事務所、大阪航空局能登空港出張所 

（１）航空運送事業者、県、警察、航空自衛隊、海上保安部など、航空機を運航する関係機関等に航

空交通の安全確保に関する情報を適時、適切に提供し、航空災害を未然に防止するために必要な

措置を講じる。 

（２）迅速かつ的確な災害情報の収集、連絡を行うための体制を整備する。 

（３）災害時における緊急連絡体制を確保するため、平常時から通信設備の整備、充実に努める。 

（４）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。 

（５）災害時における応急活動等に関し、あらかじめ協定の締結を行うなど、平常時から関係機関相

互の連携体制の強化を図る。 

（６）災害時の救急・救助、消火等に備え、資機材の整備に努めること。 

（７）実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との連携等について周知徹底を図る

とともに、体制の改善など必要な措置を講じる。 

 

 

２ 航空運送事業者、県、警察、航空自衛隊、海上保安部 

（１）航空交通の安全に関する各種情報を活用し、航空災害を未然に防止するために必要な措置を講

じる。 

（２）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。 

（３）実践的な防災訓練を実施し、災害発生時の活動手順、関係機関との連携等について周知徹底を

図るとともに、体制の改善など必要な措置を講じる。 

 

 

３ 市 

（１）市は、航空災害等に伴う出火、延焼、爆発等の災害に備えて、市民等の生命及び身体の安全を

図るため、一般災害対策編 第２章第12節「避難体制の整備」の定めるところにより避難体制の

整備を行う。 

（２）小松空港周辺地域及び航空機等の離発着にかかわる主要航空路下の地域においては、小松空港

の飛行場外周辺区域（警戒区域）と位置づけし、防災活動の円滑な実施を図るため、当該区域内

にある緊急輸送道路（一般災害対策編 第13節「緊急輸送体制の整備」参照）に接続する緊急避

難路を指定（資料編参照）し、整備の推進を図る。 
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第３節 災害応急対策 

危機対策課、環境課、企画課、福祉政策課、 

介護福祉課、健康課、管理部総務課、加賀市医療センター、 

消防総務課、予防課、消防署 

 

１ 情報通信 

航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次により実施す

る。 

（１）情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

 

  関係警察署  石川県警察本部    

      
大阪航空局小松空港事務所 

大阪航空局能登空港出張所 

 

発
見
者 

 市        

   

県(危機管理部) 

  航空運送事業者 

県  警察 

航空自衛隊 

海上保安部 

 消防本部      

      
航空自衛隊小松基地 

 

  海上保安部  国(消防庁)    

    国(国土交通省) 

 

（２）実施事項 

ア  各関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ  各関係機関は､災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報については迅速に他の関係

機関に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行う。 

 

 

２ 災害広報 

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者の家族等、旅客及び市民

等に対して行う災害広報は、一般災害対策編第３章第９節「災害広報」の定めるところによるほか、

次により実施する。 

（１）実施機関 

大阪航空局小松空港事務所、大阪航空局能登空港出張所、運送事業者、市（消防本部）、県、

警察、航空自衛隊、海上保安部 

（２）実施事項 

ア  被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせなどに対応する体制を整えるほか、被災者の

家族等に対して次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供する。 

（ア）航空災害の状況 

（イ）家族等の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）その他必要な事項 
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イ  旅客及び市民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じて、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項に

ついて広報を実施する。 

（ア）航空災害の状況 

（イ）旅客及び乗務員等の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）航空輸送復旧の見通し 

（カ）避難の必要性など、地域に与える影響 

（キ）その他必要な事項 

 

 

３ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

市長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制

を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。 

（２）県及び防災関係機関の災害対策組織 

関係機関により、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急

活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策が実施される。 

（３）現地合同本部等の設置 

関係機関により、円滑、迅速な応急対策を実施するため、必要に応じて協議の上、現地合同本

部等が設置される。 

 

 

４ 捜索活動 

各関係機関は相互に連携して、それぞれヘリコプターなど多様な手段を活用して捜索活動を行う。 

 

 

５ 避難措置 

市等関係機関は、市民等の生命及び身体の安全を確保するため、一般災害対策編第３章第12節「避

難誘導等」の定めるところにより、必要な避難措置を実施する。 

 

 

６ 救助・救急活動 

航空災害時における救助・救急活動については、一般災害対策編第３章第16節「救助・救急活動」

の定めるところによるほか、各関係機関は、乗客等の救助を要する場合、協議して救助隊を編成し、

救助に必要な資機材を投入して迅速に救助活動を実施する。 

 

 

７ 医療救護活動 

航空災害時における医療救護活動については、一般災害対策編第３章第14節「災害医療及び救急

医療」の定めるところによるほか、市及び消防本部は、死傷者が発生した場合、医療機関、保健福

祉センター等で編成するＤＭＡＴ又は医療班を現地に派遣し、応急措置を施した後、医療機関に搬

送する。 

 

 

８ 消火活動 

航空災害時における消火活動は、次により実施する。 

（１）大阪航空局小松空港事務所、大阪航空局能登空港出張所、航空自衛隊小松基地 

ア  空港内及びその周辺の災害時において、速やかに航空災害による火災の発生状況を把握し、

消防機関に通報するとともに、小松空港消火救難隊又は能登空港消火救難協力隊と協力し、消

火活動を実施する。 

イ  消防本部と連携協力して、化学消防車、化学消火薬剤等による消火活動を迅速に実施する。 
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（２）消防本部 

ア  消防機関は、速やかに航空災害による火災の発生状況を把握するとともに、化学消防車、化

学消火薬剤等による消火活動を迅速に実施する。 

イ  消防本部職員は、消火活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 

 

 

９ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

市等各関係機関は、一般災害対策編第３章第16節「救助・救急活動」及び同第20節「行方不明者

の捜索、遺体の埋葬・収容」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実

施する。 

 

 

10 交通規制 

警察等各関係機関は、一般災害対策編第３章第19節「災害警備及び交通規制」の定めるところに

より、必要な交通規制を実施する。 

 

 

11 防疫及び廃棄物処理等 

航空災害時における防疫及び廃棄物処理等は、次により実施する。 

市は、災害に係る航空機が国際線である場合は、空港検疫所と密接な連携を図りつつ、一般災害

対策編第３章第29節「防疫、保健衛生活動」の定めるところにより、的確な防疫対策を講じる。ま

た、同第31節「し尿、生活ごみ、がれき及び廃棄物の処理」の定めるところにより、廃棄物処理等

に係る応急対策を講じる。 

 

 

12 自衛隊派遣要請 

航空災害時における自衛隊派遣要請については、一般災害対策編第３章第11節「自衛隊の災害派

遣」の定めるところによるほか、空港事務所長等法令で定める者は、航空災害の規模や収集した被

害情報から判断して必要がある場合には、自衛隊に対して災害派遣を要請する。 

 

 

13 広域応援 

市は、災害の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、一般災害

対策編第３章第１節「初動体制の確立」の定めるところにより、他の都道府県、市町、消防機関及

び国に対して応援を要請する。 
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第３章 鉄道災害対策計画 
 

第１節 基本方針 危機対策課、消防総務課、予防課、消防署 

 

鉄道における列車の衝突等により多数の死傷者を伴う大規模な事故（以下「鉄道災害」という）が

発生し、又は発生するおそれがある場合に、早期に初動体制を確立して、災害の拡大を防止し、被害

の軽減を図るなど、各種の予防、応急対策を実施する。 

 

 

 

第２節 災害予防対策 危機対策課、消防総務課、予防課、消防署 

 

関係機関は、それぞれ相互に協力し、鉄道災害を未然に防止するため、必要な予防対策を実施する。 

 

１ 北陸信越運輸局 

（１）鉄道事業者に対し、発災後の速やかな職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作

成等、災害応急体制を整備するよう指導する。 

（２）鉄道事業者に対し、事故災害の発生を想定した情報伝達訓練を実施するよう努めるとともに、

災害時の活動手順、関係機関との連携等について体制の改善等など必要な措置を講じるよう指導

する。 

（３）鉄道事業者に対し、事故災害の発生に際して、迅速かつ適切な措置を講じることができるよう

保安設備の点検等の運行管理体制の充実に努めるよう指導する。 

（４）鉄道事業者に対し、自然災害等からの鉄道の保全を図るため、施設の点 検等の防災体制の確認

を行うよう努めるとともに、災害等により列車の運 転に支障が生ずるおそれのあるときには、当

該線路の監視等に努めるよう指導する。 

（５）緊急自動車の通行に支障を及ぼさないよう、優先して開放する踏切の指 定に向けた関係者間の

協議や災害後の踏切の状況等に関する情報共有のための緊急連絡体制などを整備する。 

（６）被災した鉄道線路の早期運転再開に向け、道路・河川等関係者と連携した取組を行うための体

制を整備する。 

（７）鉄道事業者に対し、大型の台風が接近・上陸する場合など、気象状況により列車の運転に支障

が生ずるおそれが予測されるときは、必要により計 画的に列車の運転を休止するなど、安全の確

保に努めるよう指導する。ま た、利用者への情報提供のあり方については、国土交通省において

作成し たモデルケースを参考に各鉄道事業者において情報提供タイムラインをあらかじめ作成

しておくよう指導する。 

（８）駅間等で停車した列車からの乗客の安全避難のため、車両への避難はし ごの搭載、津波による

浸水の可能性がある区間をハザードマップ等に基づ き指定、マニュアル等に基づく教育・訓練の実

施など、鉄道事業者に対し、対応策を指導する。 

（９）踏切事故を防止するため、全国交通安全運動等の機会を捉えて、鉄道事業者とともに広報活動

に努める。 

 

 

２ 鉄道事業者 

（１）踏切における自動車との衝突、置き石等による列車の脱線等の外部要因による事故を防止する

ため、事故防止に関する知識を広く一般に普及する。 

（２）鉄道災害の発生に際して、迅速かつ適切な措置を講じることができるよう運行管理体制の充実

に努める。 

（３）自然災害等から鉄道の保全を図るため、気象の予警報等の情報の収集に努めるとともに、常に

施設等の点検を行い、異常を迅速に発見し、速やかな対応を図る。 

（４）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。 

（５）災害発生直後における旅客の避難等のための体制の整備に努めるほか、火災による被害の拡大
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を最小限とするため、初期消火体制の整備に努める｡ 

（６）実践的な防災訓練を実施し、災害発生時の活動手順、関係機関との連携等について周知徹底を

図るとともに、体制の改善など必要な措置を講じる｡ 

（７）災害の発生後、徹底的な原因究明を行い、その成果を速やかに安全対策に反映させることによ

り、再発防止に努める。 

（８）新幹線における車両及び重要施設の浸水被害軽減のため，車両避難計画に基づく、車両避難等

の措置を講じる。 
 

 

 

第３節 災害応急対策 

 

危機対策課、環境課、企画課、福祉政策課、 

介護福祉課、健康課、管理部総務課、加賀市医療センター、 

消防総務課、予防課、消防署 

 

１ 情報通信 

鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次により実施す

る。 

（１）情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

     

  北陸信越運輸局  
国(国土交通省) 

 
   

 

鉄道事業者  県(危機管理部)  国(消防庁) 

     

  市(消防本部)   

     

  大聖寺警察署  石川県警察本部 

 

（２）実施事項 

ア  各関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ  各関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報については迅速に他の関係

機関に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行う。 

 

 

２ 災害広報 

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者の家族等、旅客及び市民

等に対して行う災害広報は、一般災害対策編第３章第９節「災害広報」の定めるところによるほか、

次により実施する。 

（１）実施機関 

市（消防本部）、鉄道事業者、県、警察 

（２）実施事項 

ア  被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせなどに対応する体制を整えるほか、被災者の

家族等に対して次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供する。 

（ア）鉄道災害の状況 

（イ）家族等の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）その他必要な事項 

イ  旅客及び市民等への広報 
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関係機関により、報道機関を通じて、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事

項について広報が実施される。 

（ア）鉄道災害の状況 

（イ）旅客及び乗務員等の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）施設等の復旧の見通し 

（カ）避難の必要性など、地域に与える影響 

（キ）その他必要な事項 

 

 

３ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

市長は、鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制

を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。 

（２）県及び防災関係機関の災害対策組織 

関係機関により、鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急

活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策が実施される。 

（３）現地合同本部等の設置 

関係機関により、円滑、迅速な応急対策を実施するため、必要に応じて協議の上、現地合同本

部等が設置される。 

 

 

４ 救助・救急活動 

鉄道災害時における救助・救急活動については、一般災害対策編第３章第16節「救助・救急活動」

の定めるところによるほか、鉄道事業者は、災害発生直後における救助・救急活動を行うとともに、

救助・救急活動を実施する関係機関に対して可能な限り協力する。 

 

 

５ 医療救護活動 

鉄道災害時における医療救護活動については、一般災害対策編第３章第14節「災害医療及び救急

医療」の定めるところによるほか、鉄道事業者、市及び消防本部は、死傷者が発生した場合、医療

機関、保健所等で編成するＤＭＡＴ又は医療班を現地に派遣し、応急措置を施した後、あらかじめ

指定した医療機関に搬送する。また、鉄道事業者は、災害発生直後における救護活動を行うととも

に、医療救護活動を実施する関係機関に対して可能な限り協力する。 

 

 

６ 消火活動 

（１）消防本部 

ア  消防本部は、速やかに鉄道災害による火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動

を実施する。 

イ  消防本部の職員は、消火活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 

（２）鉄道事業者 

鉄道災害による火災の発生直後における初期消火活動を行うとともに、消火活動を実施する関

係機関に対して可能な限り協力する。 

 

 

７ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

市等各関係機関は、一般災害対策編第３章第16節「救助・救急活動」及び同第20節「行方不明者

の捜索、遺体の収容・埋葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実

施する。 
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８ 交通規制 

警察等各関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、一般災害対策編第３章第19節「災

害警備及び交通規制」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 

 

 

 

９ 代替交通機関の確保 

鉄道事業者は、鉄道災害が発生した場合には、他の路線への振り替え輸送、バス代行輸送等の代

替交通手段の確保に努める。 

 

 

10 危険物流出対策 

鉄道災害により危険物が流出し、又はそのおそれがある場合は、事故災害対策編第５章「危険物

等災害対策計画」の定めるところにより速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に努める。 

 

 

11 自衛隊派遣要請 

知事により、災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、一般災害対策編

第３章第11節「自衛隊の災害派遣」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣が要請される。 

 

 

12 広域応援 

市は、災害の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、一般災害

対策編第３章第１節「初動体制の確立」の定めるところにより、他の都道府県、市町、消防機関及

び国に対して応援を要請する。 

 

 

13 災害復旧 

（１）鉄道事業者は、迅速に被災施設及び車両の復旧に努めるとともに、可能な限り復旧予定時期を

明確にするよう努める。 

（２）北陸信越運輸局は、被災鉄道等の早期復旧のため、「鉄道等の災害復旧 に係る事業間連携に関

する地方連絡調整会議」等を通じて、鉄道事業者及 び道路や河川等の関連する事業を施行する者

が相互に連携・協力するよう調整する。 
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第４章 道路災害対策計画 
 

第１節 基本方針 
危機対策課、土木課、消防総務課、

予防課、消防署 

 

道路構造物の被災又は高速自動車道における車両の衝突等により、大規模な救急救助活動や消火活

動等が必要とされる災害（以下「道路災害」という）が発生し、又は発生するおそれがある場合に、

早期に初動体制を確立して、災害の拡大を防止し、被害の軽減を図るなど、各種の予防、応急対策を

実施する。 

 

 

 

第２節 災害予防対策 
危機対策課、土木課、消防総務課、

予防課、警防課、消防署 

 

関係機関は、それぞれ相互に協力し、道路災害を未然に防止するため、必要な予防対策を実施する。 

 

１ 道路管理者 

（１）トンネルや橋梁等、道路施設の点検体制を強化し、施設等の現況の把握に努めるとともに、気

象の予・警報等の情報の収集、連絡体制の整備を図り、迅速に異常を発見して速やかな応急対策

を実施する。 

（２）異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者にその情報を迅速に提供す

るための体制の整備を図る。 

（３）道路施設の安全確保のために必要な体制の整備を図り、安全性の高い道路整備を計画的に実施

する。 

（４）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。 

（５）実践的な防災訓練を実施し、災害発生時の活動手順、関係機関との連携等について周知徹底を

図るとともに、体制の改善など必要な措置を講じる。 

（６）災害発生時に施設、設備の被害状況を迅速に把握し、速やかな応急復旧対策を実施するため、

あらかじめ体制、資機材を整備する。 

（７）道路利用者に対して、道路災害時の対応等の防災知識の普及、啓発を行う。 

（８）災害の発生後、徹底的な原因究明を行い、その成果を速やかに安全対策に反映させることによ

り、再発防止に努める。 

 

 

２ 警察 

（１）道路の交通安全のための情報収集に努め、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合

には、通行の禁止など必要な措置を行い、道路利用者に周知する。 

（２）被災現場及び周辺地域等において、交通安全施設の点検を実施するなど必要な措置を講じる。 

 

 

３ 北陸自動車道における大事故に対する体制の確立 

北陸自動車道における道路災害に対処するため、道路管理者は、平素から防災体制の確立を図る

とともに、関係機関相互の連絡及び協力等について万全を期する。 
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第３節 災害応急対策 

 

危機対策課、環境課、企画課、福祉政策課、 

介護福祉課、土木課、管理部総務課、加賀市医療センター、 

消防総務課、予防課、消防署 

 

１ 情報通信 

道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次により実施す

る。 

（１）情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

  国(国土交通省)   

     

道路管理者  県(危機管理部)  国(消防庁) 

     

  市(消防本部)   

     

  大聖寺警察署  石川県警察本部 

 

（２）実施事項 

ア  各関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ  各関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報については迅速に他の関係

機関に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行う。 

 

 

２ 災害広報 

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者の家族等、道路利用者及

び市民等に対して行う災害広報は、一般災害対策編第３章第９節「災害広報」の定めるところによ

るほか、次により実施する。 

（１）実施機関 

道路管理者、市（消防本部）、県、警察 

（２）実施事項 

ア  被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせなどに対応する体制を整えるほか、被災者の

家族等に対して次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供する。 

（ア）道路災害の状況 

（イ）家族等の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）その他必要な事項 

イ  道路利用者及び市民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じて、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項に

ついて広報を実施する。 

（ア）道路災害の状況 

（イ）被災者の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）施設等の復旧の見通し 

（カ）避難の必要性など、地域に与える影響 

（キ）その他必要な事項 
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３ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

市長は、道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制

を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。 

（２）県及び防災関係機関の災害対策組織 

県及び関係機関の長により、道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に

応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策が実施

される。 

（３）現地合同本部等の設置 

関係機関により、円滑、迅速な応急対策を実施するため、必要に応じて協議の上、現地合同本

部等が設置される。 

 

 

４ 救助・救急活動 

道路災害時における救助・救急活動については、一般災害対策編第３章第16節「救助・救急活動」

の定めるところによるほか、道路管理者は、関係機関による救助・救急活動が円滑に行われるよう

可能な限り協力する。 

 

 

５ 医療救護活動 

道路災害時における医療救護活動については、一般災害対策編第３章第14節「災害医療及び救急

医療」の定めるところによるほか、市、消防本部及び道路管理者、は、死傷者が発生した場合、医

療機関、保健所等で編成するＤＭＡＴ又は医療班を現地に派遣し、応急措置を施した後、あらかじ

め指定した医療機関に搬送する。また、道路管理者は、関係機関による迅速かつ的確な医療救護活

動が行われるよう可能な限り協力する。 

 

 

６ 消火活動 

道路災害時における消火活動は、次により実施する。 

（１）道路管理者 

道路災害による火災の発生に際しては、消防機関による迅速かつ的確な消火活動が行われるよ

う可能な限り協力する。 

（２）消防本部 

ア  消防本部は、速やかに道路災害による火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動

を実施する。 

イ  消防本部職員は、消火活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 

 

 

７ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

市等各関係機関は、一般災害対策編第３章第16節「救助・救急活動」及び同第20節「行方不明者

の捜索、遺体の収容・埋葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実

施する。 

 

 

８ 交通規制 

道路災害時における交通規制については、一般災害対策編第３章第19節「災害警備及び交通規制」

の定めるところによるほか、次により実施する。 

（１）警察 

道路災害発生地に通じる道路及び周辺道路等において、災害の拡大防止及び交通の確保のため、

必要な交通規制を行う。 

（２）道路管理者 

自己の管理する道路において、災害の拡大防止及び交通の確保のため、必要な交通規制を行う。 
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９ 危険物流出対策 

道路災害により危険物が流出し、又はそのおそれがある場合は、事故災害対策編第５章「危険物

等災害対策計画」の定めるところにより速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に努める。 

 

 

10 自衛隊派遣要請 

知事により、災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、一般災害対策編

第３章第11節「自衛隊の災害派遣」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣が要請される。 

 

 

11 広域応援 

市は、災害の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、一般災害

対策編第３章第１節「初動体制の確立」の定めるところにより、他の都道府県、市町、消防機関及

び国に対して応援を要請する。 

 

 

12 災害復旧 

道路管理者は、災害復旧を次により実施する。 

（１）道路の被災に伴う障害物の除去、仮構物の設置等の応急復旧対策を迅速かつ的確に行い、早期

の道路交通の確保に努める。 

（２）関係機関と協力し、あらかじめ定められた物資・資材の調達計画、人材の応援計画等を活用す

るなどして、迅速かつ円滑に被災施設の復旧を図る。 

（３）類似の災害の再発防止のために、被災個所以外の道路施設についても緊急点検を行う。 

（４）災害復旧に当たっては、可能な限り復旧予定時期を明確にする。 
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第５章 危険物等災害対策計画 
 

第１節 基本方針 危機対策課、消防総務課、予防課、消防署 

 

危険物等（危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物、放射性物質）の漏洩・流出、火災、爆発等に

より、死傷者が多数発生するなどの災害（以下「危険物等災害」という。）が発生し、又は発生する

おそれがある場合に、早期に初動体制を確立して、災害の拡大を防止し、被害の軽減を図るなど、各

種の予防、応急対策を実施する。 

なお、海上への石油類等の流出等による災害対策については事故災害対策編第１章「海上災害対策

計画」の定めるところにより実施する。 

 

 

 

第２節 危険物等の定義 危機対策課、消防総務課、予防課、消防署 

 

１ 危険物 

消防法（昭和23年法律第186号）第２条第７項に規定されているもの 

<例>石油類（ガソリン、灯油、軽油、重油）など 

 

 

２ 火薬類 

火薬類取締法（昭和25年法律第149号）第２条に規定されているもの 

<例>火薬（黒色火薬、無煙火薬等）、爆薬（ダイナマイト等）、火工品（電気雷管、実包、導火線、

煙火等）など 

 

 

３ 高圧ガス 

高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第２条に規定されているもの 

<例>液化石油ガス（ＬＰＧ）、アセチレン、液化塩素、圧縮水素など 

 

 

４ 毒物・劇物 

毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第２条に規定されているもの 

<例>毒物：シアン化ナトリウム、水銀、ヒ素、アジ化ナトリウムなど 

劇物：アンモニア、塩化水素、ホルムアルデヒド、硫酸など 

 

 

５ 放射性物質 

放射性同位元素、核燃料物質、核原料物質を総称したもの。「放射性同位元素等による放射線障

害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)」などによりそれぞれ規定されている。 
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第３節 災害予防対策 危機対策課、消防総務課、予防課、消防署 

 

危険物等災害の発生を未然に防止するため、危険物等の貯蔵、取扱い等を行う事業者（以下「事業

者」という。）及び関係機関がとるべき対応は、次のとおりとする。 

なお、事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当

性並びに被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の確認が想定され

る場合は、防災のため必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努める。 

 

１ 危険物災害予防 

（１）事業者 

消防法に定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、予防規程の作成従業者に対する保安

教育の実施、自衛消防組織の設置、危険物保安監督者の選任等による自主保安体制の確立を図る。 

（２）消防本部、県 

ア  消防法の規定に基づき保安検査、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合は、許可の取

消等の措置命令を発する。 

イ  事業者の自主保安体制の確立を図るため、予防規程の作成、従事者に対する保安教育の実施、

自衛消防組織の設置、危険物保安監督者の選任等について指導する。 

（３）警察 

必要に応じて危険物の保管状態、自主保安体制等の実態を把握するとともに、資機材を整備充

実し、災害発生時における初動体制の確立を図る。 

 

 

２ 火薬類災害予防 

（１）事業者 

火薬取締法に定める設備基準、保安基準を順守するとともに、危害予防規程の作成、保安教育

の実施、火薬類取扱保安責任者の選任等による自主保安体制の確立を図る。 

（２）中部近畿産業保安監督部、県 

ア  火薬類取締法の規定に基づき保安検査、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合は、許

可の取消等の措置命令を発する。 

イ  火薬類取締法の規定による許可等の処分をしたとき、又は届出を受理したときは、速やかに

公安委員会に通報するなど、関係機関との連携体制の確立を図る。 

ウ  事業者の自主保安体制の確立を図るため、危害予防規程の作成、保安教育の実施、火薬類取

扱保安責任者の選任等について指導する。 

エ  県により、石川県火薬類保安協会の活動が支援され、自主保安活動の推進を通じて災害の防

止が図られる。 

（３）警察 

ア  必要に応じて立入検査を実施し、火薬類の保管状態等の実態を把握するとともに、資機材を

整備充実し、災害発生時における初動体制の確立を図る。 

イ  必要と認められるときは、県、中部近畿産業保安監督部等に対して、所要の措置を講じるよ

う要請する。 

ウ  火薬類運搬の届出があった場合、災害の発生防止、公共の安全維持のために必要があるとき

は、運搬日時、通路、方法、火薬類の性状及び積載方法について必要な指示をする。 

エ  火薬庫が近隣の火災等により危険な状態になり、又は火薬類が異常を呈したとき、及び災害

が発生したとの届出があったときは、速やかに県に通報する。 

（４）消防本部 

火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防火管理者等による

自主防災体制の確立等について、適切な指導を行う。 

 

 

３ 高圧ガス災害予防 

（１）事業者 
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高圧ガス保安法に定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、危害予防規程の作成、保安

教育の実施、高圧ガス製造保安係員の選任などによる自主保安体制の確立を図る。 

 

（２）中部近畿産業保安監督部、県 

ア  高圧ガス保安法の規定に基づき保安検査、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合は、

許可の取消等の措置命令を発する。 

イ  高圧ガス保安法の規定による許可等の処分をしたとき、又は届出を受理したときは、速やか

に公安委員会に通報するなど、関係機関との連携体制の確立を図る。 

ウ  事業者の自主保安体制の確立を図るため、危害予防規程の作成、保安教育の実施、高圧ガス

製造保安係員の選任などについて指導する。 

（３）警察 

ア  必要に応じて立入検査を実施し、高圧ガスの保管状態等の実態を把握するとともに、資機材

を整備充実し、災害発生時における初動体制の確立を図る。 

イ  必要と認められるときは、県、中部近畿産業保安監督部等に対して、所要の措置を講じるよ

う要請する。 

ウ  高圧ガス製造施設等が危険な状態になったとき、及び災害が発生したとの届出があったとき

は、速やかに県及び市に通報する。 

（４）消防本部 

火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防火管理者等による

自主防災体制の確立等について、適切な指導を行う。 

 

 

４ 毒物・劇物災害予防 

（１）事業者 

毒物及び劇物取締法に定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、従事者に対する危害防

止のための教育の実施、毒物・劇物取扱責任者の選任等による自主保安体制の確立を図る。 

（２）県 

ア  県により、毒物及び劇物取締法の規定に基づき立入検査が行われ、法令の規定に違反する場

合は、登録の取消等の措置命令が発せられる。 

イ  県により、事業者の自主保安体制の確立を図るため、従事者に対する危害防止のための教育

の実施、毒物・劇物取扱責任者の選任等による自主保安体制の確立が指導される。 

（３）警察 

公共の安全と危害予防の観点から、毒物・劇物の保管状態等の実態を把握するとともに、資機

材を整備充実し、災害発生時における初動体制の確立を図る。 

（４）消防本部 

火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防火管理者等による

自主防災体制の確立等について、適切な指導を行う。 

 

 

５ 放射性物質災害予防 

（１）事業者 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に定める施設基準、保安基準を遵守す

るとともに、放射線障害予防規程の作成、必要な教育訓練の実施、放射線取扱主任者の選任等に

よる自主保安体制及び災害発生時の応急措置を実施するための自主防災体制の確立を図る。 

（２）警察 

ア  公共の安全と危害予防の観点から、放射性物質の保管状態等の実態を把握するとともに、資

機材を整備充実し、災害発生時における初動体制の確立を図る。 

イ  放射性同位元素又はそれに汚染された物を運搬する旨の届出があった場合、災害の発生防止

又は公共の安全確保のために必要があるときは、運搬日時、経路等について必要な指示をする

など、運搬による災害発生防止を図る。 

（３）消防本部 

火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防火管理者等による

自主防災体制の確立等について、適切な指導を行う。 



事故災害対策編 25 

 

第４節 災害応急対策 

 

危機対策課、環境課、企画課、福祉政策課、 

介護福祉課、土木課、管理部総務課、加賀市医療センター、 

消防総務課、予防課、消防署 

 

１ 情報通信 

危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次により実

施する。 

（１）情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

  
放射性物質のみ 

  

  文部科学省   

  劇薬・毒薬のみ   

  健康福祉センター   

    国(消防庁、経済産業省

（中部近畿産業保安監

督部）、厚生労働省) 発生事業所等  県(危機管理部等)  

     

  市(消防本部)   

     

  
大聖寺警察署 

 
石川県警察本部 

 

 

ア  危険物の流出等の事故が発生したときは､事業者は､直ちに消防本部、大聖寺警察署へ通報す

る。 

イ  火薬庫が近隣の火災等により危険な状態になり、又は火薬類が異常を呈したとき及び災害が

発生したとき、事業者は、直ちに、県、警察及び消防本部等に届け出る。 

ウ  高圧ガス製造施設等が危険な状態になったとき、事業者は、直ちに県、警察及び消防機関等

に届け出る。 

エ  毒物・劇物の飛散等により不特定多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるとき、

事業者は、直ちにその旨を保健所、大聖寺警察署及び消防本部に届け出る。 

オ  放射線障害のおそれがあるとき又は放射線障害が発生したとき、事業者は、法令で定める応

急措置を講じるとともに、直ちに文部科学省、県、警察及び市等へ通報する。 

（２）実施事項 

ア  各関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ 各関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報については迅速に他の関係

機関に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行う。 

 

 

２ 災害広報 

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者の家族等、市民等に対し

て行う災害広報は、一般災害対策編第３章第９節「災害広報」の定めるところによるほか、次によ

り実施する。 

（１）実施機関 

市（消防本部）、事業者、県、警察 

（２）実施事項 

ア  被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせなどに対応する体制を整えるほか、被災者の
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家族等に対して次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供する。 

（ア）災害の状況 

（イ）家族等の安否情報 

（ウ）危険物の種類、性状など人体・環境に与える影響 

（エ）医療機関等の情報 

（オ）関係機関の応急対策に関する情報 

（カ）その他必要な事項 

イ  市民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じて、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項に

ついて広報を実施する。 

（ア）災害の状況 

（イ）被災者の安否情報 

（ウ）危険物の種類、性状など人体・環境に与える影響 

（エ）医療機関等の情報 

（オ）関係機関の応急対策に関する情報 

（カ）避難の必要性など、地域に与える影響 

（キ）その他必要な事項 

 

 

３ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

市長は、危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動

体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。 

（２）県及び防災関係機関の災害対策組織 

関係機関により、危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて

応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策が実施される。 

（３）現地合同本部等の設置 

関係機関は、円滑、迅速な応急対策を実施するため、必要に応じて協議の上、現地合同本部等

を設置する。 

 

 

４ 災害拡大防止 

危険物等による災害の拡大防止を図るため、爆発性、引火性、有毒性等の危険物等の性状を十分

に把握し、次により実施する。 

（１）事業者 

災害の拡大防止を図るため、法令に定める応急措置を講じるなど、迅速かつ的確な応急点検及

び除去・回収の応急処置等を講じる。 

特に放射性物質災害時については、 

ア  保管庫等が被災した場合､使用を即時一時停止し､必要に応じ盗難等の予防のため見張り人

を立てるとともに、直ちに安全確認を実施する。 

イ  運搬中に被災した場合、必要な措置を講じ、県及び警察等の指示に従う。 

（２）県、警察、消防本部、道路管理者 

危険物等災害時の流出､拡散の防止､環境モニタリング等を実施するとともに、事業者に対する

応急措置命令､危険物関係施設の緊急使用停止命令など､適切な応急対策を講じる。 

なお、県により、放射性物質災害時において、必要に応じて文部科学省及び厚生労働省の専門

家の派遣が要請される。 

５ 避難措置 

市等関係機関は、人命の安全を確保するため、一般災害対策編第３章第12節「避難誘導等」の定

めるところにより、爆発性、引火性、有毒性といった危険物等の特殊性を考慮し、必要な避難措置

を実施する。 
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６ 救助・救急活動 

危険物等災害時における救助・救急活動については、一般災害対策編第３章第16節「救助・救急

活動」の定めるところにより実施する。 

 

 

７ 医療救護活動 

危険物等災害時における医療救護活動については、一般災害対策編第３章第14節「災害医療及び

救急医療」の定めるところにより実施する。 

 

 

８ 消火活動 

危険物等災害時における消火活動は、次により実施する。 

（１）事業者 

消防機関の現場到着までの間に、自衛消防組織等によりその延焼拡大を最小限度に抑えるなど、

消火活動に努める。 

（２）消防本部 

ア  事業者との緊密な連携を図り、化学消防車､化学消火薬剤､中和剤、ガス検知器等を活用し、

危険物等の性状に合った適切な消火活動を実施する。 

イ  消防本部職員は、消火活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 

 

 

９ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

市等各関係機関は、一般災害対策編第３章第16節「救助・救急活動」及び同第20節「行方不明者

の捜索、遺体の収容・埋葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実

施する。 

 

 

10 交通規制 

危険物等災害時における交通規制については、一般災害対策編第３章第19節「災害警備及び交通

規制」の定めるところによるほか、警察は、危険物等災害発生地に通じる道路及び周辺道路等にお

いて、災害の拡大防止及び交通の確保のため、必要な交通規制を行う。 

 

 

11 自衛隊派遣要請 

知事により、災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、一般災害対策編

第３章第11節「自衛隊の災害派遣」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣が要請される。 

 

 

12 広域応援 

市は、災害の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、一般災害

対策編第３章第１節「初動体制の確立」の定めるところにより、他の都道府県、市町、消防機関及

び国に対して応援を要請する。 
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第６章 大規模な火事災害対策計画 
 

第１節 基本方針 危機対策課、消防総務課、予防課、消防署 

 

多数の死傷者等の発生といった大規模な火事災害（以下「大規模な火事災害」という）が発生し、

又は発生するおそれがある場合に、早期に初動体制を確立して、災害の拡大を防止し、被害の軽減を

図るなど、各種の予防、応急対策を実施する。 

 

 

 

第２節 災害予防対策 

危機対策課、都市計画課、消防総務課、

予防課、消防署 

 

市、及び消防本部は、相互に協力し、大規模な火事災害を未然に防止するため、必要な予防対策

を実施する。 

 

◎ 実施事項(市、消防本部) 

１ 大規模な火事災害に強いまちづくり 

（１）公共施設等建築物の耐震・不燃化、空き地、緑地等の計画的な配置による延焼遮断帯の形成、

防火地域、準防火地域の的確な指定等により、大規模な火事災害に強いまちづくりを推進する。 

（２）高層建築物におけるヘリコプターの屋上緊急離発着場の設置促進に努める。 

２ 火災発生、被害拡大危険区域の把握 

火災発生及び延焼拡大の危険性のある区域を把握し、必要な措置を講じる。 

３ 予防査察の実施 

多数の人が出入りする高層建築物、ホテル、大規模小売店舗、病院、事業所等に対して、消防法

に基づくスプリンクラー等の消防用設備の設置促進、保守点検の実施及び適正な管理について指導

する。 

４ 防火管理者制度の推進 

防火管理者を定めるべき防火対象物における自衛消防体制の強化を図るため、防火管理者の選任

及び消防計画の作成、消防訓練等について指導するとともに、防火管理に関する講習会を開催し、

防火管理者の知識の向上を図る。 

５ 防火思想の普及 

（１）火災予防運動や防災週間等あらゆる機会をとらえ、各種広報媒体を活用して、市民等の防火思

想の普及、高揚を図る。 

（２）高齢者、障がい者、外国人、乳幼児等の要配慮者対策に対して適切な援助を行うとともに、地

域における支援体制の整備に努める。 

６ 自主防災組織の育成強化 

地域の自主防災組織、女性防火クラブ等の民間防火組織の設置及び育成指導の強化を図り、初期

消火訓練等の自主的火災予防運動の実践を推進する。 

７ 消防水利の確保 

同時多発火災や消火栓の使用不能事態などに備えて、防火水槽を配備するとともに、海水、河川

水の活用等により、消防水利の確保と多様化に努める。 

８ 消防体制の整備 

消防団員の非常招集体制の整備、消火部隊の編成及び適切な運用、消防用機械・資機材の整備、

災害時の情報通信手段の確保等に努める。 

９ 防災訓練の実施 

関係機関、市民等と連携して実践的な消火、救出・救助等の訓練を実施し、災害時の活動手順、

関係機関との連携等について周知徹底を図るとともに、訓練終了後には評価を行い、必要に応じて

体制等の改善を行う。 

10 火災警報 

市長は、消防法第22条の規定により知事から火災気象通報を受けた場合のほか、地域的気象の状
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況が火災の予防上危険であると認める場合には、次の基準により火災警報を発令する。 

（１）実効湿度が65％以下であって、最低湿度40％を下り、最大風速が７メートルを超え、又は超え

る見込みのとき 

（２）平均風速10メートル以上の風が一時間以上連続して吹く見込みのとき 

（３）その他市長において、必要と認めるとき 

 

 

 

第３節 災害応急対策 
 

危機対策課、環境課、企画課、福祉政策課、 

介護福祉課、管理部総務課、加賀市医療センター、 

消防総務課、予防課、消防署 

 

１ 情報通信 

大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次によ

り実施する。 

（１）情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

  市     

       

発見者等  消防本部  県(危機管理部)  国(消防庁) 

       

  大聖寺警察署  石川県警察本部   

 

（２）実施事項 

ア  各関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ  各関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報については迅速に他の関係

機関に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行う。 

 

 

２ 災害広報 

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者の家族等、市民等に対し

て行う災害広報は、一般災害対策編第３章第９節「災害広報」の定めるところによるほか、次によ

り実施する。 

（１）実施機関 

市（消防本部）、森林管理署、県及び警察 

（２）実施事項 

ア  被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせなどに対応する体制を整えるほか、被災者の

家族等に対して次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供する。 

（ア）災害の状況 

（イ）家族等の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）その他必要な事項 

イ  市民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じて、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項を

広報する。 

（ア）災害の状況 

（イ）被災者の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 
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（オ）避難の必要性など、地域に与える影響 

（カ）その他必要な事項 

 

 

３ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

市長は、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急

活動体制を整え、災害応急対策を実施する。 

（２）県及び防災関係機関の災害対策組織 

県及び関係機関により、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状

況に応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策が

実施される。 

（３）現地合同本部等の設置 

関係機関により、円滑、迅速な応急対策を実施するため、必要に応じて協議の上、現地合同本

部等が設置される。 
 
 
４ 消火活動 

消防本部は、人命の安全確保と延焼防止を基本として、次により消火活動を行う。 

（１）あらゆる情報通信網を活用して、速やかに火災の状況を把握する。 

（２）避難場所、避難経路を確保し、重要かつ危険度の高い個所、地域を優先しながら消火活動を実

施する。 

（３）近隣の市民等、自主防災組織等の協力を得て、消火、飛び火警戒等を効果的に実施する。 

（４）消火活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 
 
 
５ 避難措置 

市等関係機関は、人命の安全を確保するため、一般災害対策編第３章第12節「避難誘導等」の定

めるところにより、必要な避難措置を実施する。 
 
 

６ 救助・救急活動及び医療救護活動等 

市等関係機関は、一般災害対策編第３章第16節「救助・救急活動」及び同第14節「災害医療及び

救急医療」の定めるところにより、被災者の救助・救急及び医療救護活動を実施する。また、同第

20節「行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の

収容、埋葬等を実施する。 
 
 
７ 交通規制 

警察等関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、一般災害対策編第３章第19節「災害

警備及び交通規制」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 
 
 
８ 自衛隊派遣要請 

知事により、災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、一般災害対策編

第３章第11節「自衛隊の災害派遣」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣が要請される。 
 
 
９ 広域応援 

市は、災害の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、一般災害

対策編第３章第１節「初動体制の確立」の定めるところにより、他の都道府県、市町、消防機関及

び国に対して応援を要請する。 
 
 
10 災害復旧 
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大規模な火事災害により、地域の壊滅又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合、市は、被

災の状況、地域の特性、被災者の意向等を勘案し、関係機関との密接な連携のもと、一般災害対策

編第４章「復旧・復興計画」の定めるところにより、迅速かつ円滑に復旧を進める。 
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第７章 林野火災対策計画 
 

第１節 基本方針 

危機対策課、農林水産課、消防総務課、

予防課、消防署 

 

広範囲にわたる林野の焼失等の災害（以下「林野火災災害」という）が発生し、又は発生するおそ

れがある場合に、早期に初動体制を確立して、災害の拡大を防止し、被害の軽減を図るなど、各種の

予防、応急対策を実施する。 

 

 

 

第２節 災害予防対策 

危機対策課、農林水産課、消防総務課、

予防課、消防署 

 

林野火災の発生原因のほとんどが人為的なものによることから、国、県、市及び関係機関は、それ

ぞれ相互に協力し、林野火災を未然に防止するため、必要な予防対策を実施する。 

 

 

１ 実施事項 

（１）近畿中国森林管理局、県及び市（消防本部） 

ア  一般入山者対策 

登山、ハイキング、山菜採り、魚釣り等の入山者への対策として、次の事項を実施する。 

（ア）タバコ、たき火の不始末による出火の危険性を広く周知する。 

（イ）入山の許可、届出等について指導する。 

（ウ）火災警報発令又は気象状況急変の際は、必要に応じて入山の制限をする。 

（エ）観光関係者による防火意識の啓発を図る。 

イ  火入れ対策 

火入れを行おうとする者に対して、林野火災危険期間（おおむね３月～６月）中の火入れは

極力避けるようにするとともに、次の事項を指導する。 

（ア）市長の許可を受けさせ、火入れ方法を指導し、許可附帯条件を順守させる。 

（イ）火災警報発令又は気象状況急変の際は、一切の火入れを中止させる。 

（ウ）火入れ跡地の消火に万全を期し、責任者に確認させる。 

（エ）火入れに該当しないたき火等の焼却行為（造林のための地ごしらえ、害虫駆除等）につい

ても、気象状況に十分留意するよう指導する。 

ウ  消火資機材等の整備 

（ア）林野火災消火資機材等は、地域に適合した機材を配備し、常に緊急時に対処できるよう整

備点検する。 

（イ）ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するため、空中消火薬剤の備蓄に努めるとと

もに、ヘリコプター離発着の適地をあらかじめ選定する。 

エ  保安林等の巡視 

県により、保安林等重要な森林及び林野火災が発生するおそれのある地域を対象に森林保全

巡視員による巡視が行われる。 

（２）林野所有者 

自己所有林野の失火を防ぐため、次の事項を実施するよう努める。 

ア  防火線、防火樹帯の設置 

イ  自然水利の活用等による防火用水の確保 

ウ  自己所有林野への入山者に対する防火啓発 

エ  森林保全巡視員の配置及び危険期間中の見回り強化 

オ  無断入山者に対する指導 

カ  火入れに対する安全対策 
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（３）林内事業者 

林内において森林施業、鉱山採掘、道路整備等の事業を行う者は、事業区域内での火災発生を

防止するため、林野所有者と協議して、次の事項について適切な予防対策を講じる。 

ア  火気責任者の選任、事業区域内の巡視員の配置 

イ  火気責任者の指定する喫煙所、ごみ焼却箇所等を設置する場合、標識及び消火設備の完備 

ウ  林野火災発生時の連絡系統及び周知方法の確立 

（４）バス等運送業者 

乗客のタバコの投げ捨て等による林野火災の発生を防止するため、乗客に対して注意を喚起す

るとともに、車両通行中に林野火災を発見した場合の連絡系統の確立等に努める。 

 

 

２ 林野火災消防計画の策定 

市長は、防災関係機関と緊密な連絡をとり、林野火災消防計画の策定に努め、計画策定に当たっ

ては、森林の状況、気象状況、地理、水利の状況、森林施業の状況等を調査検討の上、次の事項等

について計画する。 

（１）特別警戒実施計画 

ア  特別警戒区域 

イ  特別警戒時期 

ウ  特別警戒実施要領 

（２）消防計画 

ア  消防分担区域 

イ  出動計画 

ウ  防御鎮圧要領 

（３）資機材整備計画 

（４）防災訓練の実施計画 

（５）啓発運動の推進計画 

 

 

３ 気象情報対策 

林野火災の発生及び広域化は、気象条件が極めて大きな要因となるため、関係機関は、次により

気象予報及び警報等の迅速な伝達を行い、林野火災の予防に万全を期す。 

（１）火災気象通報 

金沢地方気象台長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに通報する。通報基

準は、一般災害対策編第３章第３節「気象業務法に定める予報、注意報、警報等の細分区域及び

種類並びに発表基準」のとおりである。 

（２）伝達系統 

金
沢
地
方
気
象
台 

   市 

（消防本部） 

   

市
民
等 

       

 県  近畿中国森林管理局    

      
関係機関 

 

   
林業公社 

  

 

 

ア  市及び県 

（ア）通報を受けた県により、通報内容及びとるべき予防対策等を市（消防本部）、出先機関、

林業公社へ通報される。 

（イ）市長は、火災気象通報を受けたとき、又は気象条件により林野火災発生の危険性があると

認めたときは、火災警報を発令するとともに市民等に周知徹底を図る。 

イ  関係機関 

通報を受けた関係機関は、速やかに適切な措置を講じるとともに、市民等への周知徹底を図

る。 
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第３節 災害応急対策 
 

危機対策課、環境課、企画課、 

福祉政策課、介護福祉課、農林水産課、 

消防総務課、予防課、消防署 

 

１ 情報通信 

林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次により実施す

る。 

（１）情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

  森林管理局       

    
市 

    

発見者等  消防本部   県(危機管理部)  国(消防庁) 

         

  
林業公社 

      

         

  
大聖寺警察署 

   
石川県警察本部 

  

 

（２）実施事項 

ア  各関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ  各関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報については迅速に他の関係

機関に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行う。 

 

 

２ 災害広報 

被災者の家族等、市民等に対して行う災害広報は、一般災害対策編第３章第９節「災害広報」の

定めるところによるほか、次により実施する。 

（１）実施機関 

市（消防本部）、森林管理署、県及び警察 

（２）実施事項 

ア  被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせなどに対応する体制を整えるほか、被災者の

家族等に対して次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供する。 

（ア）災害の状況 

（イ）家族等の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）その他必要な事項 

イ  市民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じて、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項に

ついて広報を実施する。 

（ア）災害の状況 

（イ）被災者の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の応急対策に関する情報 

（オ）避難の必要性など、地域に与える影響 

（カ）その他必要な事項 
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３ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

市長は、林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制

を整え、災害応急対策を実施する。 

（２）県及び防災関係機関の災害対策組織 

関係機関の長により、林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて

応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策が実施される。 

（３）現地合同本部等の設置 

関係機関により、円滑、迅速な応急対策を実施するため、必要に応じて協議の上、現地合同本

部等が設置される。 

 

 

４ 消火活動 

消防本部は、人命の安全確保と延焼防止を基本として、次により消火活動を実施する。 

（１）林野火災防御図の活用、適切な消火部隊の配置、森林組合の出動協力等により、効果的な地上

消火を行う。 

（２）住家への延焼拡大の危険性がある場合や、林野火災が広域化する場合等には､消防防災ヘリコ

プターを積極的に活用し､空中消火を実施する。このため、消防長は必要に応じ自衛隊､他の都道

府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣を知事に要請する。 

 

 

５ 避難措置 

市等関係機関は、人命の安全を確保するため、一般災害対策編第３章第12節「避難誘導等」の定

めるところにより、必要な避難措置を実施する。 

 

 

６ 交通規制 

警察等関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、一般災害対策編第３章第19節「災害

警備及び交通規制」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 

 

 

７ 自衛隊派遣要請 

知事により、災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、一般災害対策編

第３章第11節「自衛隊の災害派遣」の定めるところにより､自衛隊の災害派遣が要請される。 

 

 

８ 広域応援 

市は、災害の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、一般災害

対策編第３章第１節「初動体制の確立」の定めるところにより、他の都道府県、市町、消防機関及

び国に対して応援を要請する。 


